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部工会における
自主行動計画フォローアップ調査について

令和3年3月22日
一般社団法人日本自動車部品工業会

中小企業政策審議会 中小企業経営支援分科会
取引問題小委員会 説明資料
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２．フォローアップ調査結果（概要）
・調査期間： 2020年10月13日～11月14日
・調査企業： 日本自動車部品工業会の正会員（補修品専業等除く）
・回答企業：（2019年344社、2020年336社を対象）

※前年と回答会社の入り繰がある為、単純に各回答の比率での比較できないものと考える。

・取引上地位：1次下請け《約8割強》、2次下請け《約2割弱》
資本金 ：大手企業《約7割弱》、中小企業《約3割弱》

2019年度 2020年度
発注側 社数 193社 206社

回答率 56％ 61％
受注側 社数 181社 208社

回答率 53％ 62％

100億円超 《約2割》
10億円超～100億円以下 《約3割》
3億円超～10億円以下 《約2割》
5000万円超～3億円以下 《約2割》
1000万円超～5000万円以下＋1000万円以下 《計約1割》
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２．フォローアップ調査結果（概要）
【概観】
・「原価低減要請方法について望ましくない事例を行わないこと」は徹底されている。

・労務費上昇に伴う対価の見直し要請があった場合、十分に協議を徹底している。

・型保管及び旧型補給品供給に関するルールやマニュアルの整備が進んでいる。

・「保管費用の負担、保管期間を過ぎた型の返却や廃棄の促進等」、「型製造代金の支払方
法協議の実施」は昨年と比較して改善。

・「取引内容書面化、廃棄判断書面通知」は、対応が進んでいる。

・「量産から補給移行明確化、定期的協議」、「量産終了から一定年数経過型廃棄協議」、
「型図面ノウハウ等保護書面化」については、継続した改善が必要。

・下請代金支払の適正化に関して、【発注側】【受注側】ともに「全て現金払い」がほぼ横ばい
で、
継続的な推進が必要

・「働き方改革」に伴う影響については、【発注側】として、 「特に影響ない」が約9割で受注側に
影響は与えていないが、【受注側】として、発注側の「急な対応の依頼の増加」、「短納期の発
注の増加」の懸念がある。
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2．フォローアップ調査結果 ①合理的な価格決定

■【設問6】原価低減要請方法について望ましくない事例を行わないこと（P6）

・口頭での要請などによる原価低減要請を行わないことが徹底されている。

■【設問8】労務費上昇に伴う対価の見直し要請があった場合、十分に協議を徹底（P6）

・【発注側】単価の決定について、十分な協議は徹底している
・【受注側】受注側からみると、発注側は、取組み途上。

◆下請振興基準に記載されている望ましくない事例
・文書や記録を残さずに行う原価低減要請、口頭で数値目標のみを提示して
の要請、原価低減の根拠やアイデアを丸投げするような要請、原価低減要請に
応じることが発注継続の前提となるような要請など
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2．フォローアップ調査結果 ②型管理の適正化への取組み
■【設問10】型保管及び旧型補給品供給に関するルールやマニュアルの整備（Ｐ9）

【発注側】各項目とも「実施済」が昨年と比較し増加し、ルールやマニュアルの整備が進んでいる。
■【設問22】
○保管費用の負担、保管期間を過ぎた型の返却や廃棄の促進等（P10）

【発注側】「実施出来た」、「一部実施出来た」が昨年と比較して増加し、改善。
○型製造代金の支払方法協議の実施（P10）

【発注側】「概ね取組を実施」＋「一部取組を実施」が昨年と比較して増加し、改善。
○取引内容書面化、廃棄判断書面通知（Ｐ11）

【発注側】「実施」＋「一部実施」が約80％で、対応が進んでいる。
○量産から補給移行明確化、定期的協議（Ｐ11）

【発注側】「実施」＋「一部実施」が58％で、継続した改善が必要。
○量産終了から一定年数経過型廃棄協議（Ｐ11）

【発注側】「実施」＋「一部実施」が64％で、継続した改善が必要。
○型図面ノウハウ等保護書面化（Ｐ11）

【発注側】「実施」＋「一部実施」が59％で、継続した改善が必要。
■【設問23】型の増加抑制及び削減に向けた効果（Ｐ12）

「効果が出た」「今後効果が出る見込み」 が昨年もよりも増加し、一連の活動効果がある模様。
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2．フォローアップ調査結果 ③下請代金支払の適正化

■【設問25】下請代金の手形割合（P14）

・【発注側】【受注側】ともに「全て現金払い」がほぼ横ばいで、継続的な推進が必要。

■【設問26】現金化にかかる割引料等のコスト勘案した下請代金額の決定（P14）

・「概ね勘案」「一部勘案」の合計が、ほぼ横ばいで、大きな変化無しで、受注者側の負担が改
善されていない。

■【設問28】手形等サイト（P15）

・「90日以内」＋「120日以内」の割合はほぼ横ばいで、あまり改善されていない。
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2．フォローアップ調査結果④働き方改革・天災等への対応

【設問32】働き方改革への対応（P18）

・【発注側】 「特に影響ない」が約9割で受注側に影響は与えていない。

・【受注側】 発注側の「急な対応の依頼の増加」、「短納期の発注の増加」の懸念がある。

・ほとんどの企業が、天災等への事前対策であるBCPの策定、BCM実施を実施済。

【設問36】取引適正化の取組み改善進捗における新型コロナウイルス拡大の影響（Ｐ19）

・新型コロナウイルス拡大の影響による、取引適正化の取組み改善進捗でほとんど影響は
無かったが、一部、「取引価格の改訂・決定」、「型管理」において一部影響有り。
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４．パートナーシップ構築宣言への取組状況等

【取組状況】
・会員企業数：336社 正会員（補修品専業等除く）

・宣言企業数：15社

・割合 ：4.5％

【今後の取組】
当会会議体において、都度、会員企業への周知を継続して実施し、宣言企業数を増
加させて、会員企業の取引適正化等を促進する体制の整備を進める。
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４．まとめ（今後の取組み）
■型管理の適正化に向けた更なる取組み
・振興基準改訂、ガイドラインの改正等を踏まえた自主行動計画の改訂において、会
員企業が、取り組むべきことを明確にして、受発注双方のコミュニケーション向上や、
更なる取引適正化の浸透を図る。

・行政や関係団体と連携し、サプライチェーン全体の取組みとして、ガイドラインセミナー、
説明会を通じて、会員企業の更なる取引適正化の推進を図る。

・型協議会報告書に記載の「５つの課題に対する基本原則」を具体的に織りこんだ自主行動
計画を、会員企業へ説明会等で周知し、各社の事業活動で、更なる型管理の適正化を進
めて、成果をあげていく。

・型取引適正化対応ＷＧで、報告書に記載の「型取引適正化の取組み事項」について、対応
を検討し、ＷＧ各社におけるベストプラティスを含めて、とりまとめる。
上記ベストプラクティスを会員企業向け説明会の開催を通じて、会員企業に共有し、型取引
適正化の具体的な取組みや改善に繋げる。（2021年4月末開催予定）
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